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●税理士による無料相談 ○予
日時＝４月１日�・15日�10時～15時
会場＝東金商工会館（東金市東岩崎1－5）
予約受付日時＝平日９時～12時
問合せ＝千葉県税理士会東金支部　�（50）6322

●労災職業病なんでも相談会
日時＝４月25日�13時～16時
会場＝千葉市中央コミュニティセンター
問合せ＝千葉中央法律事務所　�043（225）4567

●女性サポートセンターから（配偶者の暴力に関する
相談支援）
電話相談＝24時間受付　�043（302）1015（相談専用）

�043（245）1719
面接相談＝�～�９時～17時　※祝日を除く
問合せ＝女性サポートセンター　�043（302）1015

●住民課コミュニティ推進班から
人権・行政相談＝第３�10時～15時・中央公民館
消費生活苦情相談＝第２・４�10時～12時、13時～15時

中央公民館
問合せ＝住民課コミュニティ推進班　�（70）0342

●農業委員会から
結婚相談＝４月10日�13時30分～16時・中央公民館
問合せ＝農業委員会　�（70）0393

●社会福祉協議会から
心配ごと相談＝第２・４�13時～16時（電話相談可）
法律相談＝第１～４�13時～16時 ○予
税務相談＝第２�13時～16時 ○予
育児・心の相談＝第２�９時～12時 ○予
エンゼルコール（子育て相談）＝第２�10時～12時

（電話・訪問相談可）
問合せ・会場＝社会福祉協議会　�（70）1122（相談専用）
●高齢者の相談窓口
電話・面接相談＝電話相談は24時間受付、面接相

談は平日９時～17時　
・在宅介護支援センターおおあみ緑の里
�（73）5146

・在宅介護支援センター杜の街
�（70）1666

問合せ＝町地域包括支援センター　�（70）0439
●山武健康福祉センター（山武保健所）から
腸内細菌検査＝４月28日を除く�９時～11時
未熟児等健康相談＝月１回13時～13時30分 ○予
親と子の心の相談＝月１回13時30分～15時30分 ○予
エイズ検査、Ｂ型・Ｃ型肝炎検査 ○予

＝第１�13時～14時、17時～19時
第３�13時～14時

精神保健福祉相談＝第１～４�14時～15時30分 ○予
女性のための健康相談＝月１回13時～15時 ○予
ドメスティックバイオレンス相談

＝電話相談・毎日９時～17時
�（54）2388（相談専用）

来所相談・毎週�９時～17時 ○予
問合せ・会場＝山武健康福祉センター（山武保健所）

�（54）0611
●教育相談
電話・面接相談＝�～�９時～17時（面接相談のみ○予 ）
適応指導教室＝�～�９時～15時
問合せ＝山武郡市教育相談センター　�（54）0367

●こども急病電話相談（混雑により回線がつながりに
くいことがあります）
日時＝毎日19時～22時
相談電話＝�043（242）9939 プッシュ回線♯8000
問合せ＝県庁医療整備課　�043（223）3883
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ごみは当日の朝８時までに決められた場所に。生活環境課環境対策班　　�（７０）０３８６
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東金線より西側の（金谷郷・南町）、餅木、大竹、季美の森南、北吉田、桂山、
九十根、長国、下ケ傍示、細草、清水、二之袋

県道山田台大網白里線より北側の（福田・富田・柿餅・北飯塚・木
崎・柳橋）、前島、長峰、竹の下、道塚、北の谷、宮谷、内谷、前島団
地、前島区内町内会、新堀、笹塚、小西、養安寺、山口、みどりが丘、
沼向、双葉区、清名幸谷、上谷新田、上貝塚、富田東、北横川

永田、ながた野、平沢、萱野、砂田、神房、北今泉、県道山田台大網
白里線より北側の南今泉

外房線より西側の駒込、県道山田台大網白里線より南側の南今泉、南
玉、池田、みずほ台、小中、宮崎、四天木、四天木甲・乙

東金線より東側の金谷郷、県道山田台大網白里線より南側の（福田・
富田・柿餅・北飯塚・木崎・柳橋）、外房線より東側の駒込、浜宿、新
宿、南町、本宿、新田、大網ハイツ、経田、星谷、わらび台、仏島、
みやこ野、南飯塚、南横川、弥幾野
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平成21年度「家庭ごみの出

し方」を、区・自治会を通じ

てご家庭に配布しました。

まだ、お持ちでない方は、

役場、中部コミュニティセン

ター、白里出張所にあります

ので、ご利用ください。

生活環境課環境対策班

�（70）０３８６

問�

問�

人
権
擁
護
委
員
２
人
が
再
任

問�◇
国
民
生
活
基
礎
調
査

◇
労
働
力
調
査

介
護
用
品
支
給
票
を
交
付

申
　
問�

・�

「家庭ごみの出し方」を
配布

「家庭ごみの出し方」を
配布

「家庭ごみの出し方」を
配布

「家庭ごみの出し方」を
配布

「家庭ごみの出し方」を
配布

「家庭ごみの出し方」を
配布

「家庭ごみの出し方」を
配布

「家庭ごみの出し方」を
配布

「家庭ごみの出し方」を
配布

「家庭ごみの出し方」を
配布

「家庭ごみの出し方」を
配布

「家庭ごみの出し方」を
配布

「家庭ごみの出し方」を
配布

「家庭ごみの出し方」を
配布

「家庭ごみの出し方」を
配布

「家庭ごみの出し方」を
配布

「家庭ごみの出し方」を
配布

「家庭ごみの出し方」を
配布

「家庭ごみの出し方」を
配布

「家庭ごみの出し方」を
配布

「家庭ごみの出し方」を
配布

今月の納期
４月は、軽自動車税の納期です。

納税には、便利な口座振替をご利

用ください。

休日納税窓口開設（町税）

�日時＝４月26日�９時～17時

�場所＝税務課

�内容＝町税の納付および税務

相談

※納付は納付書持参（お釣り

のないようにお願いします）

税務課収税班
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※休日当番医は12ページに掲載しています
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